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 2023 年 5 ⽉ 8 ⽇から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが 5 類に移⾏されました。そ
れに伴い、これまで運⽤してきた「新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のための活動指針」を 8 ⽉ 8 ⽇
より「感染症拡⼤防⽌のための活動指針」に変更するとともに、レベルを 1 から 0 に変更いたします。
（8 ⽉ 2 ⽇危機管理委員会にて決定） 
 

 


